
 

 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
東北地方年金記録訂正審議会 

令和５年４月１９日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１） 年金記録の訂正の必要があるとするもの １件 

         厚生年金保険関係 １件 

    （２） 年金記録の訂正を不要としたもの ３件 

         国 民 年 金 関 係 ２件 

         厚生年金保険関係 １件 

    

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2200166号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 2300001号 

 

第１ 結論 

１ 請求者のＡ事業所における平成 20年 12月 15日の標準賞与額を 16万円に訂正

することが必要である。 

平成 20 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第

５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録すること

が必要である。 

なお、事業主は、請求者に係る平成 20 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚

生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ２ 請求者のＡ事業所における平成 20年 12月 15日の標準賞与額を 16万 4,000円

に訂正することが必要である。 

    平成 20 年 12 月 15 日の訂正後の標準賞与額（上記第１の１の厚生年金特例法

による訂正後の標準賞与額を除く。）については、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、保険給付の計算の基礎とならない標準賞与額として記録することが

必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間  ： 平成20年12月15日 

      私は、Ａ事業所から請求期間の賞与の支払を受け、当該賞与から厚生年金保険

料が控除されていたが、当該賞与に係る年金記録がないので、請求期間の賞与を

記録してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ Ａ事業所から提出された請求者に係る平成 20 年分の源泉徴収簿、事業所の回

答、複数の先例事案の同僚に係る源泉徴収簿及び金融機関の預金取引明細表によ

り、請求者は請求期間において事業主から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 



    一方、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金

保険料額又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の請求期間に係る標準賞与額については、上記源泉徴収簿

により確認できる厚生年金保険料控除額から、16 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は請求期間について、請求者の健康保険厚生年金保険被保険

者賞与支払届を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、厚生年金保険

料についても納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、請

求者の請求期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

  ２ 請求者の賞与額に見合う標準賞与額は、上記源泉徴収簿及び事業所の回答によ

り、厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額よりも高額であることが確認でき

る。 

    したがって、請求者の請求期間の標準賞与額は、16 万 4,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

請求期間の訂正後の標準賞与額（上記第３の１の厚生年金特例法による訂正後

の標準賞与額を除く。）については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

保険給付の計算の基礎とならない標準賞与額として記録することが必要である。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2200145号 

厚生局事案番号 ： 東北（国）第 2300001号 

 

第１ 結論 

昭和 63 年５月から平成元年３月までの請求期間については、国民年金保険料を

納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 63年５月から平成元年３月まで 

私は、Ａ県Ｂ市役所Ｃ課の窓口において、平成３年２月８日に初めて国民年金

の加入手続を行い、請求期間の国民年金保険料８万 4,700円を現金一括で納付し

たはずだが、私の年金記録では請求期間が未納期間となっているので、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者は、平成３年２月８日に初めて国民年金の加入手続を行った旨陳述してい

るが、請求者に係るＢ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）によると、昭和 63 年

５月 16日の国民年金被保険者資格の取得、平成元年４月 10日の同資格の喪失、平

成３年２月８日の同資格の取得に係る届出年月日は、いずれも同年３月８日となっ

ていることから、請求者が国民年金の加入手続を行ったのは同日であることが確認

できる。 

また、請求者は、前述の国民年金の加入手続を行った際に、Ｂ市役所Ｃ課の窓口

において請求期間の国民年金保険料を現金で納付した旨陳述しているが、当該加入

手続を行った時点で、請求期間のうち昭和 63 年５月から平成元年１月までの期間

の国民年金保険料は、制度上、徴収する権利が時効により消滅していることから納

付することはできず、同年２月及び同年３月の国民年金保険料は、過年度保険料と

なり納付が可能であるが、現年度保険料のみを扱う市町村において過年度保険料を

納付することはできない上、同市も時効消滅した国民年金保険料及び過年度保険料

の収納は行っていない旨回答していることから、請求者が請求期間の国民年金保険



料を納付することはできない。 

さらに、請求者は、請求期間の国民年金保険料を納付した際、領収書は発行され

ず、Ｂ市役所の職員が請求者のオレンジ色の年金手帳に平成３年２月８日と納付年

月日を記入したが、当該年金手帳は災害で消失した旨陳述しているところ、年金手

帳の国民年金のページには、国民年金被保険者資格の取得及び喪失年月日を記載す

る欄はあるが、国民年金保険料の納付年月日を記載する欄はない。また、請求者は、

当該オレンジ色の年金手帳の記載内容を請求者の妹が覚えている上、当該年金手帳

の写しをねんきん特別便の回答と一緒に送付した旨陳述しているが、当該年金手帳

の厚生年金保険のページにＤ県及びＢ市の事業所名が記載され、その下の行に国民

年金という文字と平成３年頃の日付が記入されていたとする妹の陳述からは、請求

者が請求期間の国民年金保険料を納付した事実はうかがえず、日本年金機構は、当

該年金手帳の写しについて確認することができない旨回答していることから、当該

年金手帳の記載内容を確認することができない。 

加えて、請求者に係る平成３年の所得等について、Ｂ市役所に市民税課税資料の

保存状況を、Ｅ税務署に確定申告書の保存状況を照会したが、いずれの担当者も、

保存期限を経過しているため保存していない旨陳述している。また、請求者は、自

営業を行っていた実家ではＦ商工会議所に確定申告を依頼していたとしていると

ころ、同商工会議所の担当者は、保存期限の７年を経過した資料は事業所に返却し、

災害より前の資料は災害で消失した旨陳述しており、平成３年の確定申告に関する

資料を確認することができないことから、請求者が請求期間の国民年金保険料を納

付した事実を確認することができない。 

また、請求者に係るＢ市の国民年金検認記録カードによると、請求期間は空欄と

なっており、国民年金被保険者名簿（ＣＳＶデータ）によると、請求期間は未納と

なっている上、請求者は氏名を読み間違われることがある旨陳述していることから、

社会保険オンラインシステムにより請求者が挙げた複数の読み方について氏名検

索を行ったが、請求者に該当すると思われる記録は見当たらない。 

さらに、請求者は、請求期間の国民年金保険料をＢ市役所の職員が横領したとも

考えられる旨陳述しているが、同市は、これまでに国民年金保険料を横領した事案

及び類似する事案は発生していない旨回答している。 

このほか、請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）はなく、請求期間の国民年金保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2200158号 

厚生局事案番号 ： 東北（国）第 2300002号 

 

第１ 結論 

   請求期間①から④までの各期間については、国民年金保険料を免除されていた期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 昭和 63年４月から平成元年３月まで 

             ② 平成４年９月から平成５年３月まで 

             ③ 平成８年４月から平成 10年３月まで 

             ④ 平成 14年４月から平成 17年３月まで 

    国の記録によると、請求期間①から④までの各期間の国民年金保険料は未納期

間と記録されているが、請求期間①については昭和 63年４月又は同年５月頃に、

請求期間②から④までの各期間のうち、施設に収容されていた期間は施設から出

た後に、また、施設に収容されていなかった期間はその年の３月又は同４月に、

Ａ市役所において自分で国民年金保険料の免除申請手続を行っていたので、請求

期間①から④までの各期間を全額免除期間として記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①について、請求者は、昭和 63 年４月又は同年５月頃にＡ市役所にお

いて国民年金保険料の免除申請手続を行った旨陳述しているところ、免除申請手続

を行うためには、国民年金の加入手続を行い国民年金手帳記号番号が払い出されて

いることが必要となるが、日本年金機構が管理する年金情報総合管理・照合システ

ムによると、請求者の国民年金手帳記号番号は、請求者がＢ町（現在は、Ｃ町）に

住所を有していた平成元年２月 20日に払い出されていることが確認できる。 

一方、請求者に対して平成元年２月 20 日に払い出された国民年金手帳記号番号

とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されている可能性も考えられるが、年金情

報総合管理・照合システムによる国民年金払出簿の検索及び社会保険オンラインシ



ステムによる請求者の氏名で検索を行っても、請求者に対して平成元年２月 20 日

に払い出された国民年金手帳記号番号とは別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらないことから、請求期間①に係る国民年金保険料の免除申請手

続は行われていないと考えられる。 

また、請求者が請求期間①に係る国民年金保険料の免除申請手続を行ったとする

Ａ市は、請求者に係る国民年金関係書類受付処理簿等の資料は保存期限経過のため

保管していない旨回答している上、Ｃ町は、請求者に係る国民年金保険料の免除申

請に関する資料は保存期間経過のため保管していない旨回答していることから、請

求者が請求期間①に係る国民年金保険料の免除申請を行ったことを確認すること

ができない。 

さらに、Ａ市を管轄する日本年金機構Ｄ年金事務所及びＣ町を管轄する日本年金

機構Ｅ年金事務所は、請求期間①に係る国民年金保険料免除申請書等の資料は保存

期限経過のため保管していない旨回答していることから、請求者が請求期間①に係

る国民年金保険料の免除申請を行ったことを確認することができない。 

２ 請求期間②について、請求者は、施設から出た後にＡ市役所で国民年金保険料の

免除申請手続を行った旨陳述しているが、Ｆ施設の回答によると、請求者は、平成

４年９月 16 日から平成６年３月９日までの期間は施設に収容されていたことが確

認でき、請求期間②において国民年金保険料の免除が対象となるのは、制度上、免

除申請のあった日の属する月の前月からとされていたことから、請求期間②に係る

国民年金保険料の免除申請は、当該収容期間直後の同年３月 10 日以降に行うこと

はできない。 

３ 請求期間③について、請求者は、平成８年４月から平成９年３月までの期間に係

る免除申請手続は平成８年３月又は同年４月に、同年４月から平成 10 年３月まで

の期間に係る免除申請手続は平成９年３月又は同年４月にＡ市役所でそれぞれ国

民年金保険料の免除申請手続を行った旨陳述しているところ、Ｆ施設の回答による

と、請求者は、平成 10 年２月 26 日から平成 11 年３月９日までの期間は施設に収

容されていた期間であり、請求期間③のうち平成８年４月 1 日から平成 10 年２月

25日までの期間は施設に収容されていない期間であることが確認できることから、

請求者の陳述する期間において免除申請手続をすることは可能である。 

  しかしながら、オンライン記録によると、請求者について、「不在決定年月 平

９．２」、「不在判明年月 平 10．４」と記録されており、請求期間③のうち平成９

年２月から平成 10 年３月までの期間は請求者の所在が確認できなかったことから、

請求者は、当該期間において国民年金保険料の納付及び免除の対象となる国民年金

被保険者として管理されておらず、当該期間において国民年金保険料の免除申請手

続を行っていなかったことがうかがえる。 

また、請求者が請求期間③に係る国民年金保険料の免除申請手続を行ったとする



Ａ市は、請求者に係る国民年金関係書類受付処理簿等の資料は保存期限経過のため

保管していない旨回答している上、オンライン記録によると、請求者は、請求期間

③の一部期間を含む平成９年１月 15 日から平成 11 年３月 10 日までの期間は、Ｇ

町に住所を有していた記録が確認できることから同町に照会したところ、同町は、

請求者に係る国民年金関係書類受付処理簿等の資料は保存期限経過のため保管し

ていない旨回答していることから、請求者が請求期間③に係る国民年金保険料の免

除申請を行ったことを確認することができない。 

さらに、Ａ市及びＧ町を管轄するＤ年金事務所は、平成 14 年より以前の資料は

廃棄しており、請求期間③に係る国民年金保険料免除申請書等の資料はない旨回答

していることから、請求者が請求期間③に係る国民年金保険料の免除申請を行った

ことを確認することができない。 

４ 請求期間④のうち平成 15年４月から平成 17年３月までの期間について、請求者

は、施設から出た後の平成 16 年９月以降にＡ市役所で国民年金保険料の免除申請

手続を行った旨陳述している。 

しかしながら、平成 15年４月から平成 16年３月までの期間の免除申請について

は、Ｄ年金事務所からＡ市役所が平成 15年 10月１日に受け付けた請求者に係る国

民年金保険料免除申請書（全額・半額）（以下「平成 15年度免除申請書」という。）

が提出されたが、Ｄ年金事務所から提出された平成 15 年度免除申請書返戻一覧表

（所得未申告者）には、請求者から提出された免除申請書を平成 15年 11月４日に

返戻した旨の記載はあるが再提出年月日の記載はない上、平成 15 年度免除申請書

によると、「市町村確認欄」の「被保険者」欄及び「世帯主分」欄に記載がなく、市

町村長の確認印もないことから、平成 15 年度免除申請書は提出されていたが、免

除審査の対象となる所得の申告がされていないため、当該免除申請書は、請求者に

返戻したがその後再提出した事実は確認できない。 

また、請求期間④のうち、平成 16年４月から平成 17年３月までの期間の免除申

請については、Ｄ年金事務所からＡ市役所が平成 16 年 10 月 12 日に受け付けた請

求者に係る国民年金保険料免除申請書（全額・半額）（以下「平成 16年度免除申請

書」という。）が提出されたが、Ｄ年金事務所から提出されたＡ市に係る平成 16年

度国民年金保険料免除申請書受付処理送付連名簿によると、請求者の「処理経過」

欄のうち「承認却下」欄の「却」に〇印が付いており、「承認期間」欄の記載はな

く、「（却下）年月日」欄に「16.11.12」と記載されていることが確認できる上、平

成 16年度免除申請書によると、「＊審査結果」欄の「却下（理由）」欄に「〇」と記

載されていることから、請求期間④のうち平成 16年４月から平成 17年３月までの

期間に係る平成 16 年度免除申請書は提出されていたが、当該期間の国民年金保険

料は免除申請が却下されたことが確認できる。 

５ 請求期間①から④までの各期間について、Ａ市役所の担当者は、住民税課税資料



を提供できるのは平成 30 年度以降のものであり、それ以前は保存期間経過のため

保管していない旨陳述している上、請求期間①について、Ｃ町役場の担当者は、平

成 17年 10月以降の住民税課税資料を保存しているが、それ以前の資料は保存期間

経過のため保管していない旨陳述しており、請求期間③について、Ｇ町は、住民税

課税資料の保管期限は 10 年であり、それ以前の資料は保管期限経過のため保管し

ていない旨回答していることから、請求者に係る免除審査の対象となる所得が確認

できず、請求期間①から③までの各期間及び請求期間④のうち平成 14 年４月から

平成 16 年３月までの期間において、請求者の国民年金保険料が全額免除され得る

所得状況にあったか否かを確認することができない。 

また、国民年金保険料の免除申請が行われた場合、その承認又は却下の決定は社

会保険事務所（当時）において行われ、その決定内容を国民年金保険料免除承認通

知書等により、被保険者に通知する取扱いとなっているところ、請求者は、請求期

間①から④までの各期間に係る当該通知書を所持していないため、請求者が請求期

間①から④までの各期間において、国民年金保険料の免除が承認されていたとする

事情も見当たらない。 

このほか、請求者が請求期間①から④までの各期間の国民年金保険料を免除され

ていたことを示す関連資料はなく、請求期間①から④までの各期間の国民年金保険

料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

請求者が請求期間①から④までの各期間の国民年金保険料を免除されていたもの

と認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



厚生局受付番号 ： 東北（受）第 2200144号 

厚生局事案番号 ： 東北（厚）第 2300002号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月

日の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

        氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和61年９月29日から同年10月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和61年９月30日まで勤務し、雇用保険被保険者離職票における

同社の離職年月日は同日となっているのに厚生年金保険被保険者資格の喪失年

月日が同月29日となっているのはおかしい。雇用保険被保険者離職票等の資料を

提出するので、当該喪失年月日を同年10月１日に訂正し、年金記録を回復してほ

しい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された雇用保険被保険者離職票－２（以下「離職票」という。）に

よると、請求者に係るＡ社の離職年月日は昭和 61年９月 30日であることが確認で

き、請求者から提出された雇用保険受給資格者証及び請求者の雇用保険被保険者の

記録によると、請求者は、同社において昭和 60 年７月１日に被保険者資格を取得

し、昭和 61年９月 30日に離職したことが確認できることから、請求者は、請求期

間において同社に勤務していたことが認められるが、請求者は、請求期間を含む同

年８月分及び同年９月分の給与が同社から支払われなかった旨陳述している。 

一方、請求者は、前述の未払賃金についてＢ労働基準監督署に対して相談をした

旨陳述しており、請求者から当該相談の際に入手したとして、同監督署が当該相談

に係る対応の一環としてＡ社から徴取した同社の従業員に対する請求期間を含む

未払賃金に関する誓約書（以下「誓約書」という。）並びに昭和 61年８月分及び同

年９月分の給与支給表（控）（以下「給与支給表」という。）が提出された。 

また、給与支給表の昭和 61 年９月分により確認できる支給額計は、離職票によ



り確認できる賃金支払対象期間が同年９月１日から同月 30 日の離職日までの賃金

額 15 万 2,250 円と一致することから、当該支給額計は、Ａ社から請求者に支払う

べき、請求期間の給与を含む最終の給与であると判断でき、当該給与支給表には厚

生年金保険料控除額の記載が確認できる上、当該給与支給表により確認できる差引

支給額 13 万 2,485 円は、誓約書に記載された請求者の同月分の未払賃金額と一致

することから、誓約書に記載された未払賃金額は給与支給表を基に算出されたと推

認できる。 

しかしながら、Ｂ労働基準監督署は、未払賃金に関する資料は保存期間を超過し

ているため保管しておらず、誓約書に記載された請求者の未払賃金が、その後支払

われたか否かを判断するのは困難である旨回答している上、オンライン記録による

と、Ａ社は、昭和 61 年 10 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、同社に係る閉鎖登記簿の謄本によると、同社は、昭和 62年 10月＊日に破産宣

告を受け、平成４年 12 月＊日に費用不足による破産廃止決定が確定し、同社の代

表取締役はオンライン記録により死亡していることが確認できることから、同社及

び当該代表取締役に対し、誓約書に記載された請求者に係る未払賃金の支払につい

て照会することができない。 

また、上記閉鎖登記簿の謄本に記載されている役員のうち、オンライン記録によ

り所在が判明した一人に文書照会を行ったところ、当該役員は、請求者に係る請求

期間の資料を保管しておらず、誓約書に記載された請求者に係る未払賃金が支払わ

れたかどうか知らない旨回答している上、請求者が、Ａ社の債権者集会に出席した

とする弁護士に文書照会を行ったところ、当該弁護士は、同社の破産管財人に就い

ていたとするデータが残っており債権者集会に出席したと推測されるが、相当古い

事件で既に資料は廃棄済みであり、誓約書に記載された請求者に係る未払賃金の支

払について覚えていない旨回答していることから、誓約書に記載された請求者の未

払賃金が支払われたかどうか確認することができない。 

さらに、請求者は、誓約書に記載された未払賃金額は最終的に支払われなかった

旨陳述している上、誓約書に氏名の記載が確認できる請求者を除く８人のうち所在

が判明した７人に文書照会を行ったところ、回答のあった６人全員が、誓約書に記

載された未払賃金は支払われていない旨回答している。 

厚生年金保険法第 84 条第１項には「事業主は、被保険者に対して通貨をもって

報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保

険料を報酬から控除することができる」と規定されており、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１

条第１項の規定に基づき記録の訂正が行われるのは、事業主が厚生年金保険法第 84

条第１項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があることが

前提であるが、これまでに述べた事情を踏まえると、請求者に係る請求期間の給与



は、Ａ社の事業主から支払われていないと判断でき、当該給与から厚生年金保険料

が控除された事実があったとは認められず、厚生年金特例法第１条第１項に該当し

ないと認められるため、請求者の同社における厚生年金保険被保険者資格の喪失年

月日の訂正を認めることはできない。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者

が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、前述の請求者に係る雇用保険被保険者の記録等からは、請求期間において、

請求者の勤務形態が被保険者要件を満たさない形態に変更された事情はうかがえ

ず、請求期間と厚生年金保険被保険者記録がある期間の勤務形態の同質性、継続性

が認められるものの、給与支給表は２か月分のみであり、離職票に記載された賃金

額の基となる資料はなく、ほかに請求期間の標準報酬月額の決定又は改定の基礎と

なる期間の報酬月額を確認する資料はないことから、請求期間の標準報酬月額を決

定することができない。このため、請求期間について、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、保険給付の計算の基礎とならない被保険者期間として記録訂正を

行うことはできない。 

 

 

 

 


